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ホルムアルデヒド試験法の見直し（案）

１．アセチルアセトン法
　【基準】
　　２４月以内の乳幼児用：
　　　Ａ－Ａ０≦0.05
　　２４月超：＜75ppm

基準を超えた場合
２により確認

２．ジメドン法
　【基準】
　　試験溶液と対照（水）が
　　同様の吸収スペクトル
　　を示さない。

○現行

２－②．
高速液体クロマトグラフ法
【基準】
　試料溶液のピークの高さが
　ホルムアルデヒド標準液の
　それを超えてはならない。　　

１．アセチルアセトン法
　【基準】
　　２４月以内の乳幼児用：

16ppm( ＝Ａ－Ａ０が 0.05)
　　２４月超：＜75ppm

基準を超えた場合
２－①または２－②
により確認

２－①．ジメドン法
　【基準】
　　試験溶液と対照（水）
　　が同様の吸収スペク
　　トルを示さない。

○改正案

※Ａ　：試験溶液にアセチルアセトン試薬を添加した場合の吸光度
　 Ａ０：試験溶液に精製水を添加した場合の吸光度

アセチルアセトン法

ｱｾﾁﾙｱｾﾄﾝ試液添加
水添加

ジメドン法
　呈色物質による吸収が消失

【ジメドン法】
　試験試液にアセチルアセトン試液を添加する前に、ジメドンと反応させることにより、ホルムアル
デヒドとアセチルアセトンが反応して生成する呈色物質が生成されないため、これによりホルムア
ルデヒドの存在を確認をすることができる。
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